
・弁当、おにぎり、寿司、カレーライス等の米飯類・ハンバーガー、サンドイッチ等の調理パン類・生クリーム類を使用した食品

・生の食肉、鮮魚介類の未包装での販売は、食品衛生法に基づく営業許可が必要です。

・包装品を仕入れて、そのまま開封せずに販売することに食品衛生法に基づく営業許可を取得する必要はありませんが、別
途営業届
出を要する場合があります。また、包装品の製造に当たっては、製造品目に応じた食品衛生法に基づく営業許可が必要とな
ります。
該当する出店者には、許可証の写しを提出してもらう等営業許可の有無を事前に確認してください。
また、包装品には、消費（賞味）期限、保存方法、アレルギー等の表示が必要です。

飲食物に関する注意事項 ※千葉県「行事を主催される皆さまへ」より抜粋 資料②

１ 届出の目的
行事開催届（実行委員会にて提出）は食中毒の発生など食品による健康被害の発生に備えて、保健所が事前に行事に
おける出店状況を把握し、取り扱う飲食物や提供方法に対して必要な指導を行うことを目的としています。
なお、この届出は食品衛生法に基づく許可申請（営業許可）及び営業届出とは異なります。

２ 取り扱える品目
「行事で取り扱える飲食物一覧」の中から１つの施設につき原則１品目での出店となります。また、キュウリの一本漬けと
いった非加熱の野菜の提供や、生クリーム等のトッピングはできません。ただし、千葉県内一円で屋台、露店等での飲食
店営業又は自動車を利用して行う営業の許可を有し、出店される方については、許可条件の範囲内で営業可能です。

■行事で取り扱える飲食物一覧

加熱食品で調理工程が簡単なもの

分類 取扱品目（例）

煮物・汁物類 おでん、豚汁

焼き物類
焼き鳥、お好み焼き、たこ焼き、フランクフルト、
焼きトウモロコシ、イカ焼き

茹で物・蒸し物類 田楽、じゃがバター

麺類 ラーメン、焼きそば、うどん、そば

揚げ物類 鶏唐揚げ、コロッケ、フライドポテト、アメリカンドッグ

菓子類
今川焼き、たい焼き、ドーナツ、ベビーカステラ、ポップコーン、焼き団
子、おしるこ

上記以外で調理工程が簡単なもの

分類 取扱品目（例）

飲み物 清涼飲料水（食品衛生で定められている規格基準に合致するもの）

削氷 かき氷（食品衛生で定められている規格基準に合致する氷を使用）

アイスクリーム類 ディッシュアップアイス、押し出し式アイス

その他 チョコバナナ、りんご飴、わたあめ

行事で調理が認められない食品（例）

行事で販売ができない食品

行事での包装品販売について
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